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議第１号 

平成２９年度各務原市一般会計予算 

 

平成２９年度各務原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ46,730,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債

務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最

高額は 500,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除

く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用。 

 

    平成２９年３月８日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 市税  ２０，６６４，２６１

1 市民税  ９，０３０，０６１

2 固定資産税  ９，０８０，７８５

3 軽自動車税  ２８７，９５８

4 市たばこ税  ７５０，０００

6 入湯税  １，２００

7 都市計画税  １，５１４，２５７

2 地方譲与税  ３９０，０００

1 地方揮発油譲与税  １２０，０００

2 自動車重量譲与税  ２７０，０００

3 利子割交付金  ２５，０００

1 利子割交付金  ２５，０００

4 配当割交付金  ６９，０００

1 配当割交付金  ６９，０００

5 株式等譲渡所得割交付金  ２１，０００

1 株式等譲渡所得割交付金  ２１，０００

6 地方消費税交付金  ２，４３０，０００

1 地方消費税交付金  ２，４３０，０００

7 ゴルフ場利用税交付金  ２０，０００

1 ゴルフ場利用税交付金  ２０，０００

8 自動車取得税交付金  ８０，０００

1 自動車取得税交付金  ８０，０００

款 項
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(単位：千円)

金    額

9 国有提供施設等所在市町村  ４００，０００

助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村  ４００，０００

助成交付金

10 地方特例交付金  ８０，０００

1 地方特例交付金  ８０，０００

11 地方交付税  ３，０００，０００

1 地方交付税  ３，０００，０００

12 交通安全対策特別交付金  ２０，０００

1 交通安全対策特別交付金  ２０，０００

13 分担金及び負担金  ５７５，１９８

1 分担金  １

2 負担金  ５７５，１９７

14 使用料及び手数料  ５０１，９９１

1 使用料  ３２７，９５９

2 手数料  １７４，０３２

15 国庫支出金  ６，２３２，０８５

1 国庫負担金  ４，６２３，８６７

2 国庫補助金  １，５２７，２４２

3 委託金  ８０，９７６

16 県支出金  ４，８７０，７９２

1 県負担金  ３，７３６，３４５

2 県補助金  ８８６，０５８
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款 項
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(単位：千円)

金    額

3 委託金  ２４８，３８９

17 財産収入  ２１６，５８９

1 財産運用収入  １９６，５８９

2 財産売払収入  ２０，０００

18 寄附金  ４０３，８００

1 寄附金  ４０３，８００

19 繰入金  ２，７００，０００

1 基金繰入金  ２，７００，０００

20 繰越金  １，２８８，５００

1 繰越金  １，２８８，５００

21 諸収入  ８５１，８８４

1 延滞金・加算金及び過料  ２０，００１

2 市預金利子  ６２３

3 貸付金元利収入  ４２０，０００

4 受託事業収入  １７４

6 雑入  ４１１，０８６

22 市債  １，８８９，９００

1 市債  １，８８９，９００

 ４６，７３０，０００

款 項

歳　　入　　合　　計

- 4 -一般会計 



     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 議会費  ３６５，５５６

1 議会費  ３６５，５５６

2 総務費  ３，８３５，５０８

1 総務管理費  ２，９４４，４０８

2 徴税費  ５５４，５３３

3 戸籍住民基本台帳費  ２０９，５９４

4 選挙費  ６３，２１７

5 統計調査費  ２７，２１２

6 監査委員費  ３６，５４４

3 民生費  １３，０８２，０５７

1 社会福祉費  ４，９４３，７９１

2 高齢福祉費  ４７７，９５３

3 児童福祉費  ６，２０４，０５６

4 生活保護費  １，４１７，８４９

5 国民年金費  ３８，１０８

6 災害救助費  ３００

4 衛生費  ３，５３０，１９９

1 保健衛生費  １，１６２，５１６

2 環境費  ２，３６７，６８３

5 労働費  ８５，８５５

1 労働諸費  ８５，８５５

6 農林水産業費  ４０１，７９４

1 農業費  １４９，９００
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款 項
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(単位：千円)

金    額

2 畜産業費  ２６，０７４

3 農地費  ２０１，１５７

4 林業費  ２４，６６３

7 商工費  ４，１５５，３１２

1 商工費  ４，１５５，３１２

8 土木費  ３，５８６，１５０

1 土木管理費  ３０７，８３１

2 道路橋梁費  １，５４６，３８９

3 河川費  １７１，７８８

4 都市計画費  １，１５７，１９９

5 住宅費  ４０２，９４３

9 消防費  １，９９６，６３１

1 消防費  １，９９６，６３１

10 教育費  ４，６７３，６７３

1 教育総務費  ７３７，６４８

2 小学校費  ６６３，５２７

3 中学校費  ４５４，０１９

4 特殊学校費  １５，４７５

5 幼稚園費  ５５９，４０１

6 社会教育費  １，００２，９２０

7 保健体育費  １，２４０，６８３

12 公債費  ４，７２７，７３８

1 公債費  ４，７２７，７３８

款 項
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(単位：千円)

金    額

13 諸支出金  ６，２３９，５２７

2 繰出金  ５，０７５，１５８

3 基金費  １，１６４，３６９

14 予備費  ５０，０００

1 予備費  ５０，０００

 ４６，７３０，０００歳　　出　　合　　計
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款 項
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第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

平成２９年度から
平成３２年度まで

４４３,５１１

平成２９年度から
平成３０年度まで

１,０００,０００

学校給食センター調理業務等委託事業

城 山 用 地 取 得 事 業
平成２９年度から
平成３３年度まで

１３０,６７９

金融機関の各務原市土地開発公社に対する
貸 付 金 の 債 務 保 証

１９,８７２
平成２９年度から
平成３１年度まで

８１,８９６

１９６

６７,４７９

平成２９年度から
平成３０年度まで

８０,２７７

５０,５３３

新 庁 舎 ネ ッ ト ワ ー ク 等 設 計 事 業

市 営 住 宅 耐 震 補 強 事 業

平成２９年度から
平成３０年度まで

百 曲 第 ２ 排 水 区 浸 水 対 策 事 業

市 道 那 ３ ７ ８ 号 線 道 路 改 良 事 業

基幹相談支援センター業務委託事業

平成２９年度から
平成３０年度まで

平成２９年度から
平成３１年度まで

都 市 計 画 基 礎 調 査 事 業
平成２９年度から
平成３０年度まで

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務
補 助 業 務 派 遣 委 託 事 業

平成２９年度から
平成３０年度まで

２,６３４

市 道 那 ８ １ ３ 号 線 用 地 取 得 事 業
平成２９年度から
平成３５年度まで

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務 用
パ ソ コ ン レ ン タ ル 事 業

７,５６５

各 務 山 土 地 開 発 事 業
平成２９年度から
平成３０年度まで

７,２００

Ａ Ｅ Ｄ 更 新 事 業
平成２９年度から
平成３３年度まで

２,７４４

平成２９年度から
平成３０年度まで

１４９,００５
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第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 

 

４,４００

　 

 

３４３,７００

　 

 

２９,５００

１２,３００

臨 時 財 政 対 策 債 １,５００,０００

起債の方法

年5.0％以内

し尿処理施設整備事業

航 空 宇 宙 科 学 博 物 館
施 設 整 備 事 業

消 防 施 設 整 備 事 業

小 学 校 施 設 整 備 事 業

 公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。 
 ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率。 
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議第２号 

平成２９年度各務原市国民健康保険事業特別会計予算 

 

平成２９年度各務原市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,799,596千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は 250,000千円と定める。 

 

    平成２９年３月８日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 国民健康保険料  ３，４００，８５０

1 国民健康保険料  ３，４００，８５０

2 使用料及び手数料  １，３００

1 手数料  １，３００

3 国庫支出金  ３，００３，２５２

1 国庫負担金  ２，５３４，１６８

2 国庫補助金  ４６９，０８４

4 療養給付費等交付金  ２５４，５８５

1 療養給付費等交付金  ２５４，５８５

5 前期高齢者交付金  ５，５９３，２８１

1 前期高齢者交付金  ５，５９３，２８１

6 県支出金  ６３２，８８４

1 県負担金  １２６，５２２

2 県補助金  ５０６，３６２

7 共同事業交付金  ４，１１６，２４４

1 共同事業交付金  ４，１１６，２４４

8 財産収入  ２００

1 財産運用収入  ２００

9 繰入金  １，１４２，０００

1 他会計繰入金  １，０４２，０００

2 基金繰入金  １００，０００

10 繰越金  ６３０，０００

1 繰越金  ６３０，０００

款 項
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(単位：千円)

金    額

11 諸収入  ２５，０００

1 延滞金及び過料  １，８５０

2 預金利子  ５０

4 雑入  ２３，１００

 １８，７９９，５９６
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歳　　入　　合　　計

款 項

国民健康保険事業特別会計 



     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １０５，８１８

1 総務管理費  １０５，８１８

2 保険給付費  １１，５２５，８００

1 保険給付費  １１，５２５，８００

3 後期高齢者支援金  １，９４３，３２０

1 後期高齢者支援金  １，９４３，３２０

4 前期高齢者納付金  ７，０７１

1 前期高齢者納付金  ７，０７１

5 介護納付金  ６７７，８４２

1 介護納付金  ６７７，８４２

6 共同事業拠出金  ４，１９０，８７９

1 共同事業拠出金  ４，１９０，８７９

7 保健事業費  １９８，８６６

1 特定健康診査等事業費  ７８，８５４

2 保健事業費  １２０，０１２

8 諸支出金  ５０，０００

1 償還金  ５０，０００

9 予備費  １００，０００

1 予備費  １００，０００

 １８，７９９，５９６

款 項

歳　　出　　合　　計
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議第３号 

平成２９年度各務原市介護保険事業特別会計予算 

 

平成２９年度各務原市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,263,876千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は 100,000千円と定める。 

 

    平成２９年３月８日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 保険料  ２，４４６，８２４

1 介護保険料  ２，４４６，８２４

3 使用料及び手数料  ２３０

2 手数料  ２３０

4 国庫支出金  ２，０７１，９６５

1 国庫負担金  １，７６０，７２９

2 国庫補助金  ３１１，２３６

5 支払基金交付金  ２，７７４，６４６

1 支払基金交付金  ２，７７４，６４６

6 県支出金  １，４３９，４６３

1 県負担金  １，４３９，４６３

7 財産収入  ２５０

1 財産運用収入  ２５０

9 繰入金  １，５２５，３１２

1 一般会計繰入金  １，４２５，３１２

2 基金繰入金  １００，０００

10 繰越金  ２，６００

1 繰越金  ２，６００

12 諸収入  ２，５８６

1 延滞金、加算金及び過料  １８０

2 預金利子  ２００

4 雑入  ２，２０６

 １０，２６３，８７６

款 項

歳　　入　　合　　計

- 16 -介護保険事業特別会計 



     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １２９，２２６

1 総務管理費  １２９，２２６

2 保険給付費  ９，５９４，０５４

1 保険給付費  ９，５９４，０５４

3 地域支援事業費  ５３６，９９６

1 地域支援事業費  ５３６，９９６

5 諸支出金  ２，６００

1 償還金及び還付加算金  ２，６００

6 予備費  １，０００

1 予備費  １，０００

 １０，２６３，８７６歳　　出　　合　　計
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款 項
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議第４号 

平成２９年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

平成２９年度各務原市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,986,971千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

    平成２９年３月８日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 後期高齢者医療保険料  １，３６２，０７３

1 後期高齢者医療保険料  １，３６２，０７３

2 使用料及び手数料  １５０

1 手数料  １５０

3 繰入金  １，５４３，２９７

1 他会計繰入金  １，５４３，２９７

4 繰越金  ３１，５００

1 繰越金  ３１，５００

5 諸収入  ４９，９５１

1 延滞金、加算金及び過料  ３００

2 償還金及び還付加算金  ６１０

3 預金利子  １５０

4 受託事業収入  ４８，８８１

5 雑入  １０

 ２，９８６，９７１

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １２，８９１

1 総務管理費  １２，８９１

2 後期高齢者医療広域連合納  ２，９２０，０８４

付金

1 後期高齢者医療広域連合納  ２，９２０，０８４

付金

3 保健事業費  ５１，８８６

1 健康診査事業費  ５１，８８６

4 諸支出金  ２，１１０

1 償還金及び還付加算金  ２，１１０

 ２，９８６，９７１歳　　出　　合　　計
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款 項
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議第５号 

平成２９年度各務原市下水道事業特別会計予算 

 

平成２９年度各務原市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,858,224千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債

務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最

高額は 100,000千円と定める。 

 

    平成２９年３月８日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 

 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 分担金及び負担金  ７８，６５８

1 負担金  ７８，６５８

2 使用料及び手数料  １，２２９，６５５

1 使用料  １，２２９，６４１

2 手数料  １４

3 国庫支出金  ５２５，８３２

1 国庫補助金  ５２５，８３２

5 繰入金  １，０６４，５４９

1 他会計繰入金  １，０６４，５４９

6 繰越金  ３０，０００

1 繰越金  ３０，０００

7 諸収入  ５３０

1 延滞金．加算金及び過料  ５００

2 預金利子  ３０

8 市債  ９２９，０００

1 市債  ９２９，０００

 ３，８５８，２２４

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 下水道費  ２，５８６，６３２

1 公共下水道費  １，８８０，０４８

2 流域下水道費  ７０６，５８４

2 公債費  １，２７０，５９２

1 公債費  １，２７０，５９２

3 予備費  １，０００

1 予備費  １，０００

 ３，８５８，２２４歳　　出　　合　　計
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款 項

下水道事業特別会計 



第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

水 洗 便 所 等 改 造 資 金 の
融 資 に 係 る 利 子 補 給 金
（ 平 成 ２ ９ 年 度 融 資 予 定 分 ）

平成２９年度から
平成３２年度まで

６６

地 方 公 営 企 業 法 適 用 事 業
平成２９年度から
平成３１年度まで

４０,５３５

受 益 者 負 担 金 シ ス テ ム 更 新 事 業
平成２９年度から
平成３４年度まで

１９,９６９
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第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 
 

５８,２００

１１,４００公営企業会計適用事業

起債の方法

公 共 下 水 道 事 業

年5.0％以内

８５９,４００

流 域 下 水 道 事 業

 公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。 
 ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率。 
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議第６号 

平成２９年度各務原市水道事業会計予算 

 

(総則) 

第１条 平成２９年度各務原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 戸 数 ６０，０００ 戸 

(2) 年間総給水量 １７，２４１，０００ ㎥ 

(3) 一日平均給水量 ４７，２３６ ㎥ 

(4) 主要な建設改良事業 

 改良事業費         ７５７，９５０ 千円 

 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収         入 

第１款 水 道 事 業 収 益 ２，７７１，０８３ 千円 

第１項 営 業 収 益 ２，４１０，９２３ 千円 

第２項 営 業 外 収 益  ３６０，１５８ 千円 

第３項 特 別 利 益 ２ 千円 

 

支         出 

第１款 水 道 事 業 費 用 ２，４３６，４９２ 千円 

第 1項 営 業 費 用 ２，２３５，９２１ 千円 

第２項 営 業 外 費 用 １８８，０７０ 千円 

第３項 特 別 損 失 ２，５０１ 千円 

第４項 予 備 費 １０，０００ 千円 

 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１，００６，５５３千円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額５３，７２６千円、過年度分損益勘定留保資金９５２，８２７千円

で補てんするものとする。）。 

 

収         入 

第１款 資 本 的 収 入 １３２，２２８ 千円 

第１項 負 担 金 １３２，２２７ 千円 

第２項 固定資産売却代金 １ 千円 
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支         出 

第１款 資 本 的 支 出 １，１３８，７８１ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 ８１０，５１１ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ３２８，２７０ 千円 

 

(予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第５条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

(1) 営業費用と営業外費用との間 

 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第６条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額

に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 

(1) 職員給与費 ２６８，３３５ 千円 

(2) 交 際 費 ５０ 千円 

 

(たな卸資産購入限度額) 

第７条 たな卸資産の購入限度額は、３７，７００千円と定める。 

 

 平成２９年３月８日提出 

 

 各務原市長  浅 野 健 司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


